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消費税軽減税率制度説明会
事業主のみなさん！準備は進んでいますか？

　軽減税率制度は、飲食料品等の軽減税率対象品目を取り扱う事業者の方だけではなく、全ての事業者の方に
関係のある制度です。制度を知ることから始めませんか？
日時   4月17日（水）午後３時から　 場所   生駒セイセイビル４階 会議室
講師   奈良税務署 担当官　 定員  90名　 問合せ・申込 　本所 経営支援課 ☎74ー3515

　　「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
　中小企業庁が主幹となって実施している、国の補助金施策です。中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資す
る革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う場合に、必要な設備投資等の補助金です。補助対
象経費（機械装置費等）の一部（補助率1/2または2/3。上限は原則1,000万円）を国が支援します。

第二次締切：2019年５月８日（水）【当日消印有効】
※　応募申請は、奈良県地域事務局へ申請書類をご送付いただくか、 中小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」

による電子申請（2019年４月中旬開始予定：第二次締切分のみ）にてお願いいたします。

対象経費…機械装置費・技術導入費・専門家経費・運搬費・クラウド利用費・原材料費
　　　　　外注加工費（ただし税抜の補助対象経費総額の1/2まで）・委託費・知的財産権等関連経費
申請は……申請書の様式は、各都道府県の中小企業団体中央会が、ホームページで公開しています。中小

企業団体中央会が本補助金申請用として指定した応募申請書類様式と、異なる様式の申請書
類で応募した場合や、応募しようとする類型で指定された様式とは異なる様式の申請書類で
提出した場合は、補助金不採択となることがあります。

　応募申請・問合せ 奈良県地域事務局 奈良県中小企業団体中央会　住所 〒630-8213 奈良市登大路町38番地の1
 ☎ ０７４２−２２−３２２０　http://www.chuokai-nara.or.jp/monohojyo/30index.html

参加無料
要申込

公募がはじまっています！

広告協賛企業（順不同）
　上武建設㈱ 高山製菓㈱ 大光宣伝㈱ オーケーディー㈱ 
　㈱丸エス 竹茗堂 左文 寶山寺 近鉄ケーブルネットワーク㈱
　共同精版印刷㈱ セレミューズ㈱ ㈱生駒市衛生社 ㈱森田スプリング製作所
　生駒交通㈱ ㈱ケーイーシー



お茶をもっと身近に 
親しみやすく
お茶をもっと身近に 
親しみやすく

竹茗堂左文
高 山 茶 筌 製 造 ・ 茶 道 竹 器 卸

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「マグ・マドラー de ピクニック」 
6点セット

オリジナル商品ほか、竹茗堂WEBショップで販売中 久保左文 検　索

●抹茶・カプチーノコーヒー・
ミルクティ・ココアなど何時でも
何処でもタイムリーに楽しめます。
（全て日本製）

〒630-0101 生駒市高山町6439-3
ＴＥＬ ０７４３－７８－００３４
ＦＡＸ ０７４３－７９－１８５１
http://www.chikumeido.com

高山茶筌は約５００年前の室町時代、
茶道と共に奈良の生駒高山で生まれました。

ソニー生命保険株式会社
ライフプランナー
岩井　哲也

大阪市北区梅田
　 2-2-22
☎ 06-4797-1818

06-4797-1828

保険外交員

　生まれも育ちも奈良です。地域
のために頑張っていきます。よろし
くお願いいたします。

ケリノス有限会社アール
代表者
尾植　由美

生駒市
　 門前町
　 23-5
☎ 0743-73-1933

https://kerinosu.exblog.jp
ゲストハウス、英会話＆アート教
室
　生駒山中腹にあるログハウスで
年齢・国を問わない教室を中心に
事業を行っています。

代表取締役社長
稲田　増美

生駒市北新町
　 12-28
☎ 0743-71-7661

0743-71-7662

http://www.r-kusuri.jp
調剤薬局、在宅医療、介護用品、
化粧品、保育、ベーカリー
　地域医療（健康）を念頭にアー
ル薬局、キッズ・ガーデン、パン
工房西山荘を運営しています。

ご入会・ご紹介ありがとうございます
　皆さまのご協力で新たな事業
所にご加入をいただきました。

新規事業所をご紹介ください
　本所では商工業の総合
的な発展を図っていくため
に、新しく加入していただ
ける方を募集しています。
　まだ商工会議所の会員
ではない方を是非ご紹介く
ださい。
※ご紹介の事業所が加入された
場合、薄謝を進呈いたします。

新規加入事業所ご紹介（希望事業所のみ、紙面にて紹介。敬称略、順不同） 

　2月21日（木）、奈良県庁の知事室において、
平成30年度奈良県社員 ･ シャイン職場づくり
推進企業表彰式が行われ、（社福）宝山寺福祉
事業団が、若年雇用推進部門表彰を受賞されま
した。
　主な取り組みとして、仕事と家庭の両立を支
援し、短時間労働者や非正規労働者から正規労
働者に登用する制度を導入するなど、短時間又
は在宅勤務等の多様な働き方を推進、雇用の継
続と創出を推進していること、職業能力開発や
ハラスメント対策を推進していることなどが評
価されました。
　奈良県では、働きやすい職場づくりに積極的
に取り組んでいる企業を「奈良県社員 ･ シャイ
ン職場づくり推進企業」として登録し、その取り
組み内容を広報することで県内に働きやすい職
場を広げていく事業を実施されています。

　㈱ケーイーシーは、このほど、関西生産性本部による
2018年関西経営品質賞 ® ※のシルバーに選出されま
した。
　同社では、「人間大事の教育」という理念のもと、「エ
デュテイメント（教育×エンターテイメント）で世界で一
番通いたい教育機関に！」というビジョンを掲げて学習
塾やプログラミング教室、保育園などの事業を展開。
ハロウィンやクリスマスイベントの実施、「ダジャレで覚
える歴史」等、楽しみながら学習する仕掛けが同社の特
徴です。
　また、経営トップの理念を浸透させつつも、全社員参
加型の組織運営に取り組み、活気ある職場環境を実現
されています。
　なお、表彰式は４月下旬に開催される関西生産性大
会にて行われます。

※関西経営品質賞�

　“ 良い経営 ” を通じて関西か
ら世界に誇る企業・組織を輩出
することを目指し、イノベーショ
ンに継続的に取り組み、優れた
業績をあげている組織を表彰
するもの。

 関西経営品質賞�シルバー受賞 
㈱ケーイーシー

 社員 ･ シャイン職場づくり推進表彰  
（社福）宝山寺福祉事業団

本所の会員事業者が表彰されました「おめでとうございます！」
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■店内飲食での標準税率対象と軽減税率対象
　レストラン、フードコート、ファ一スト
フード店、喫茶店やカフェ、食堂、居酒屋
といった飲食する設備のある場所で食事を
提供する場合は、店内飲食（外食）となり、
標準税率 (10%) になります。
　ー方、そのような飲食店でも、テイクア
ウト、お持ち帰りやお土産、さらに飲食料
品の販売など、飲食店の設備がある場所を
利用せずに、持ち帰って自宅やその他の場
所で飲食をする場合は、軽減税率 (8%) に
なります。

■飲食料品を届ける場合の軽減税率対象と標準税率対象
　お客様へ飲食料品を届けて販売する場合で、一般に出前・宅配・デリバリーといわ
れるように、出向いた先に単に飲食料品を配達するのみ（調理等の役務を伴わない）
の場合は、軽減税率（8％）になります。

一方、出向いた先で、料理の盛り付けや調理等をおこなった場合は、出張料理もしく
はケータリングとみなされて、標準税率（10％）になります。

■仕入と販売で税率が違うことに注意
　飲食店が店内飲食でお客様からい
ただく消費税は10％ですが、 食材仕
入の消費税は8％になります。また
割箸や容器、 さらには水道光熱費等
は10％になるので、税率が一律でな
いことに十分留意をしてください。

　「今すぐ始める軽減税率対策」飲食
店向け、小売／卸売向けの冊子をお
配りします。
　ご希望の方は、本所 経営支援課

（☎74−3515）までご連絡ください。

「今すぐ始める軽減税率対策」の冊子より抜粋

　

【消費税軽減税率対策】主なチェックポイント　〜飲食店編〜 2019年10月
軽減税率スタート
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　１人でも従業員を雇用されている場合は、年１回、従業員に健康診断を受診させなくてはなりません。
ぜひ、この機会をご活用ください。
※お申込みは、緑色の折込みチラシに必要事項をご記載のうえ、本所までお送りください。
申込・問合せ  本所 地域振興課（☎74－3515／  74－9185）

セラビーいこま内健康センター   （東新町1-3　☎75−1002）
日時  5 月 10 日（金）

午前の部：9時～11時30分／午後の部：13時～15時30分

庄田自治会館   （高山町3976　☎78−5111）
日時  5 月 15 日（水）13 時 30 分～ 15 時 30 分

税理士のご協力の下、平成30年
分確定申告書を提出致しました。
青色申告  67件（内、電子申告51件）

白色申告  61件（内、電子申告46件）

消費税申告  29件（内、電子申告25件）

★振替納税は
所得税　4 月 22 日（月）
消費税　4 月 24 日（水）

日　時  4月24日（水）
 （10時～12時、13時～16時）
場　所  エコパーク21（生駒市北田原町2476-8）

 　近鉄けいはんな線
 　「白庭台駅」から
 　徒歩17分

共　催  学研生駒工業会
 生駒商工会議所
問合せ  本所 地域振興課（☎74−3515）

 事業主のみなさま  健康診断を実施します

確定申告提出のご報告献血にご協力お願いします

■本所事務局 担当課のお知らせ
総務運営課 （山中・西川・井上・濱川・余田）

○会員関係：入退会事務処理、基本情報等の変更等
○会議関係：議員総会、常議員会、委員会、役員・議員改選等の事務
○その他、総務、不動産、広報、共済に関すること等

　

経営支援課 （吉川・宇田・竹葉）

○指導関係：専門家等の個別指導、経営・記帳指導等
○金融相談：小規模事業者経営改善資金（マル経融資）等
○雇用関係：労働保険の事務等
○その他、補助金・助成金、共済に関すること等

　

地域振興課 （鼻野・山村・井勝・小林・西本・浦野・蛭子・杉浦）

○地域振興関係：地域振興及び経済の活性等に関すること、
　駅前店舗（「おちやせん」）の運営等
○委託事業：産官学連携関係、ごみ袋などの市委託事業等
○検定、青年部・女性部
○その他、商店街、工業会に関すること等
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未病の段階で身体の不調を治す
　気軽に立ち寄れる、町の鍼灸院をめざして。忙しく、ゆとりのない時代の中で人とのつながりとぬくも
りを感じる「手当て治療」を大切に。気血をめぐらせ、からだを温める治療です。心と体を整え、人が
本来持つ元気になろうとする力を応援
します。自分と向き合うゆっくりとし
た時間をお過ごしください。13 年間、
看護師として医療に携わる中で、東洋
医学に共感し、身体が必要としている
所へ鍼や灸をほどこし、イキイキとし
た暮らしのお手伝いをさせていただき
ます。

○子宝はり・産前産後の養生　○子どもはり〜ささないはりを使用〜　○福利厚生、働く人の健康管理に

山の治療院 ぴよぴよ鍼灸院
生駒市門前町 13-29　☎ 090-1220-3233
URL：http://www.kaoda.msn.to/piyopiyo
予約受付時間：9 時～ 18 時　定休日：日・祝日
女性・子ども専用・予約制・往診可

　 　

「おちやせん」にて販売中！
・お灸レギュラー 20 個 ￥３５０
・その他お灸 ￥２５０より

アンテナショップおちやせんへ出店していただいている
事業所様の HOT な商品・サービスをご紹介

会  員  Ｔ  Ｏ  Ｐ  Ｉ  Ｃ  Ｓ
会員様からのお知らせ ･ 情報発信コーナー 　　

〇御社の情報・トピックスを発信！（掲載料無料）
〇誌面の都合上、掲載の採否・時期については
　本所担当者にご一任願います。

　 問合せ 　本所 総務運営課 ☎ ７４−３５１５
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　事業者等と生駒市が連携して、地域で高齢者等を見守る「高齢者
見守り協力事業者登録制度」を開始し、登録証交付式が行われまし
た。
　この制度は、協力事業者の皆様による日常の配達業務等により、
高齢者の日常生活の異変（新聞や配達物がたまっている等）を察知
した場合に、市へ連絡をいただき、迅速に安否確認を行い、適切な
医療・福祉サービスにつなげていこうというものです。

　登録事業者は平成31年1月15日現在で、新聞
や飲料販売店など36事業者（店舗）です。
　趣旨にご賛同いただける事業
者の方は、今後も随時登録を受
け付けていますので、生駒市 高
齢施策課（☎74ー1111 内線
767）へご連絡ください。

◆同制度協力事業者のうち本所会員事業所（順不同・敬称略）
　サンケイ新聞生奈販売株式会社、朝日新聞奈良販売株式会社、こみやま、明治牛乳南生駒宅配センター、市民生活協同組合 ならコープ、
　株式会社近商ストア、セブンイレブン 生駒白庭台駅前店

生駒市との協力で 高齢者の安否確認の見守りを行っています

大和信用金庫生駒支店からのお知らせおちやせん開店５周年のご挨拶
　このたび生駒市アンテナショップおち
やせんは、４月２０日で開店５周年を迎
えます。
　これもひとえに皆様のご愛顧のおかげ
と、スタッフ一同心より感謝を申し上げ
ます。
　地域の物産の発信の基地として努力し
てまいりますので、今後ともよろしくお
願い申し上げます！
　※ 5/1（水）・2（木）は特別休業いたします。

第４回ビブリオバトル全国大会 in 生駒に出店しました
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　本所では、４月から６月を「福
祉共済増強期間」と定め、各種
福祉共済制度のご案内をしてお
ります。
　各種共済・保険制度に興味の
ある方は、本所職員またはアク
サ生命共済制度推進員が事業所
にご説明に伺いますので、この機
会にご検討をお願いしたします。

問合せ  本所 総務運営課
 （☎７４ー３５１５）
 アクサ生命保険（株）
 奈良営業所
 （☎ 0742 ー 27 ー 8691）

　2019（平成 31）年４月から、全ての企業において、年 10 日
以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の
日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得させる
ことが必要となりました。

◆年次有給休暇を５日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指
定は不要です。

※労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数（計
画的付与）については、５日から控除することができます。

問合せ  本所 経営支援課（☎７４ー３５１５）

福祉共済制度
キャンペーンのお知らせ

年次有給休暇の時季指定義務がスタート

　政府は、2027年までにキャッシュレス決済比率を倍増（現在20％→40％）させる目標を設定し、将来的に
は世界最高水準の80％を目指す「支払い方改革宣言」を出すなど、キャッシュレス決済の普及に向けて積極的
に取り組みを始めました。

＜中小小売店等にも消費者にもメリット＞
　経済産業省は、2019年度の当初予算案で2,798億円を計上し、税率引き上げ後の9ヵ月間、中小企業・小
規模事業者（中小小売店等）に対しては決済手数料やキャッシュレス決済手段（決済端末等）導入コストの補
助、キャッシュレスで支払った消費者に対しては最大5％のポイント還元や割引を補助する「キャッシュレス・消
費者還元事業」を実施予定です。
　本事業は、消費税率引き上げ後の中小小売店等における需要喚起策を支援すると同時に、中小小売店等と
消費者の双方にメリットのあるキャッ
シュレス決済の普及・活用を目指すも
のであり、わが国のキャッシュレス決
済比率の引き上げにも大いに貢献し
得るものと考えられています。具体
的には、中小小売店等においてキャッ
シュレスで決済した消費者にポイント
付与や割引をするための経費の一部
を国がキャッシュレス決済事業者に補
助するもので、3月1日時点で公表さ
れている情報では、右図の支援が予定
されています。

＜ポイント還元制度活用の準備を＞
　本事業により、中小小売店等でキャッシュレス決済の普及を阻んできた「3つの壁」（決済手数料、導入コス
ト、入金サイクル）のうち、決済手数料と導入コストの2つが緩和される方向です。第1の壁である決済手数料
については、本事業実施期間中は3.25％以下に設定されたうえで、さらにその3分の1が国から補助されま
す。第2の壁である決済端末等については、中小小売店等は自己負担なく導入できるようになります。
　こうした補助・支援を中小小売店等が受けるには、本年４月１日以降、本事業へ参加するキャッシュレス決済事
業者経由で加盟店登録・申請する必要があります。決済事業者は、３月から順次参加を表明し、４月に特設ウェ
ブサイト（https://cashless.go.jp/）上で公表される予定です。中小小売店等は特設ウェブサイトに掲載さ
れる提供サービスの詳細情報をご確認ください。

「キャッシュレス決済」の普及促進に向けて
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経済（景気）動向
■国内の景気動向（2019 年 2 月）

2019 年 2 月 前月比 2019 年 2 月 前月比
農・林・水産 41.7 △ 0.1　→ 卸売 43.6 △ 0.8　→

金融 45.2 △ 0.9　→ 小売 40.8 △ 0.8　→

建設 53.6 △ 0.3　→ 運輸・倉庫 48.2 △ 0.9　→

不動産 47.5 △ 1.6　→ サービス 51.7 △ 0.7　→

製造 45.8 △ 1.3　→ その他 48.3 ＋ 4.2　 →

今後の見通し 　

　今後は、消費税率引き上げ後の消費の落ち込みや人手不足などによるコスト負担増が懸念される。輸出は、
日欧 EPA の効果がプラス材料ながら、中国や欧州の景気減速に伴い、低調に推移すると予想される。ま
た、米中貿易摩擦の激化や英 EU 離脱問題、日米通商交渉の行方など、海外を中心とするリスクが高まれば、
国内景気を下押しすることが懸念される。
　今後の国内景気は、設備投資や個人消費が下支えする一方、消費税率引き上げ後の消費の落ち込みや海
外リスクの高まりが懸念され、不透明感が一層強まっている。

関西経済の現状と見通し 　

　近年の関西経済は、製造業の好調な輸出やインバウンド消費を下支えとして、これまで緩やかな回復基調をたどっ
てきた。ただし、ここへきて消費回復の遅れや人手不足の深刻化の影響を受けやすい業種の経営不振が表面化し
ている。なかでも、「飲食店」「医療」「美容業」をはじめとするBtoC 企業や運輸業の収益悪化が顕著となりつつ
ある。
　こうしたなか、関西圏からの最大輸出先である中国への輸出が 1 月は前年月比 21.4% 減と大きく落ち込み、5ヶ月
連続で減少しており、中国経済減速による関西地区の実体経済へのマイナス波及が現実味を帯び始めている。今後
の米中通商協議の行方次第では関西地区製造業にとっては大きな ダメージとなる懸念も拭いきれない。

人手不足に対する動向 　

　1 月の国内景気は米中貿易摩擦を背景として、中国向けを中心とした機械や半導体関連の輸出減少により
製造業が大幅に悪化し、関連する卸売業や物流にマイナスの影響を及ぼした。また、暖冬傾向や人手不足
もマイナス材料となり、悪化・後退局面入りの兆しが現れてきたと見ている。
　人手不足が企業活動に大きく影響を及ぼしている様子が鮮明になってきたなか、企業の 53％が正社員の
不足を感じている。とりわけ「情報サービス」「運輸・倉庫」で７割台、さらに「建設」「飲食」「家電・情
報機器小売」などで 6 割台に達しており、人手不足感はいっそう高まっている。
　一方、非正社員では約 35％が 不足を感じている。中でも「飲食店」は 84％の企業が不足と感じており、
8 割を超える高水準が続いている。次いで、「飲食料品小売」「メンテナンス・警備・検査」が 6 割台、「各
種商品小売」「娯楽サービス」「旅館・ホテル」「人材派遣・紹介」などが 5 割台となっており、小売・個人
向けサービスを中心に接客業における人手不足が目立っている。
　また、人手不足を強く感じている企業ほど賃上げに積極的であるが、人件費の高騰が業績や景況感に与
える影響は大きい。

　※景気ＤＩ（景気動向指数）：全体を 100 とする。50 が判断の分かれ目。　
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商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査　▶ 2019 年２月調査結果
■業況 DI は、足踏み。先行きは懸念材料多く、慎重な見方が続く
　●全国の386商工会議所が3,038 企業にヒアリング（調査期間2019年2月13日～19日） ※ＤＩ値（＝景況判断指数）

［中小企業・小規模事業者の声］
▶販売先からの手形払いの要請や支払代金の遅延・減額がなく

なった。公共工事や設備投資も堅調に推移しており、売上も増加
している。 （米子　建設業）

▶最低賃金上昇によるコストの増加分を価格転嫁できるようになったも
のの、人手不足の影響で受注を選別せざるを得ない状況のため、
売上が伸び悩んでいる。 （鹿島　サービス業）

▶米中貿易摩擦の影響で中国人の消費マインドがあきらかに低下し
ており、売上、採算ともに悪化となった。 （常滑　小売業）

　

　今や、ビジネスにメールはつきものです。
経営者の皆さんも、日々、仕事でメールを数
多く送信されているのではないでしょう
か。
　メールが普及したことにより、手紙を書
いて出す機会はぐんと減りました。しかし、
正式なお礼やおわび、お願いなどは、手紙で
伝えるのがマナーです。メールに慣れてし
まうと、手紙を書いて出すのは緊張して戸
惑うところですが、基本的なルールさえ押
さえておけば大丈夫です。ビジネスシー
ンで出す手紙は、会社全体の好感度や信頼
度を上げ、イメージアップに一役買います。
ぜひこの機会に、手紙の書き方のマナーを
習得してみてください。
　まず、手紙の構成ですが、「前文」「主文」

「末文」「後付け」「副文」の五つの要素から

構成されます。前文は、手紙の本文の前、あ
いさつの部分です。「拝啓」などの頭語から
始まり、季節を伝える時候のあいさつなど
が入ります。ほかに、自分の近況や、お礼の
手紙であれば、ここでまずお礼の一言を伝
えます。
　主文は、手紙の本文です。末文は、相手を
気遣う言葉と「敬具」などの結語から成り立
ちます。後付けは、日付・自分の名前・相手
の名前で構成されます。相手の名前は、横
書きの場合は最初に書きます。また、ビジ
ネスでは、日付に「吉日」は使いません。
　副文には、「追伸」など本文に入り切らな
かった事柄を書きます。主文の主題と少し
外れた内容やプライベートな内容であるこ
とが多いので、フォーマルな手紙では書か
ないのが一般的です。
　手紙を書き終えたら、次のポイントは便
箋の「折り方」です。和封筒を使う場合は、
便箋の下三分の一を上に折り上げ、次に上
の三分の一を折り下げて、三つ折りにしま
す。封筒の裏から見て、手紙の書き出しが
右上にくるように入れましょう。洋封筒の

場合は、同様に三つ折りにし、入れ方は、封
筒の表から見て手紙の書き出しが右下にく
るようにします。
　封筒の宛名ですが、和封筒の場合、表面は
縦書きで、住所は略さずに「○○番○○号」
まで漢数字を用いて書くようにしましょ
う。裏面には、「〆」「封」などの封字を書
きます。また、洋封筒に宛名を横書きする
場合、切手は右上に貼るのがマナーです。
この切手の貼り方を間違えている方が多い
ので、注意してください。
　手紙を送るタイミングですが、お礼など
ビジネスにおける感謝の気持ちは、スピー
ドが重要です。なるべく速やかに送るよう
にしましょう。おわびの場合もすぐに出す
必要がありますが、ポイントは、時候のあい
さつは書かず、単刀直入に本題に入ること
です。具体的にどう迷惑を掛けたのかとい
うことや、先方の善意や理解に感謝してい
ることも伝えましょう。

人財育成トレーナー
美月　あきこ

美月　あきこ／みづき・あきこ
　人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。大学卒業後、日系および外資系航空会社にて国際線客室乗務員として 17 年間勤務。
現在は、人財育成トレーナーとして接遇サービス、対人コミュニケーションについての講演・研修を企業や団体にて行う。客室乗
務員時代に身につけたファーストクラス仕様のサービスを元にした、ユニークな研修が好評を博す。年間 180 回以上の研修と講演
をこなす。著書に、『ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣』『15 秒で口説く　エレベーターピッチの達人』などがある。

「ビジネスで手紙を
　書くときの留意点」

9The Ikoma Chamber of Commerce & Industry News

IKOMA42019



会議 青年部役員会

国家公務員法では、公務の公正性に対する国民からの信頼を確保するため、次の 3 つのルールが設け
られています。
■国家公務員やＯＢの再就職をあっせんする行為

　現役の国家公務員が、営利企業等に対し、他の国家公務員・ＯＢの再就職を依頼することや、再就
職させる目的で情報提供等を行うことは禁止されています。

■利害関係のある企業等への求職活動
　現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっている利害関係企業等に対
し、求職活動を行うことは禁止されています。

■再就職した国家公務員ＯＢが契約や処分に関して元の職場に働きかける行為
　再就職した国家公務員ＯＢが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図るよう元の職場（省庁）に
働きかけを行うことは禁止されています。（原則として退職後２年間）

☆皆様へのお願い
　皆様におかれましても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・ＯＢにこうした行為を求め
ないようご協力をお願いいたします。また、規制違反が疑われる行為を見聞きした場合には、下記連
絡先まで情報提供をお願いいたします。秘密を厳守します。

◇連絡先　内閣府再就職等監視委員会事務局
　電話：03-6268-7660 ～ 7668､ 7681 ＵＲＬ：https://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html
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【タテのカギ】
1. タロットや手相で未来を予

言
2. かみ終わっても飲み込まな

い菓子
3. ココに通って全身美容
5. リモコンにはたくさんある
6. 「教師」「訪問」「菜園」など

の前につく漢字２文字
7. 「フル」だと 42.195km を走

る
9. 口の中に湧いてたまるもの
11. ビッグ⇔？

【ヨコのカギ】
1. 帰宅したら手洗いとコレをしよう
3. 願い事を書いて神社に奉納
4. サトウキビからつくる蒸留酒。○

○レーズン
5. 親分や顔役のこと
6. 本業の合間にする仕事のこと。○

○○○仕事
8. 足が速すぎる神様
10. マンタはこの魚の仲間
11. 名古屋のトンカツにかける
12. 佐渡島で人工繁殖している鳥
13. 血縁関係のない人、赤の○○○

解答は裏表紙に掲載

　国家公務員の再就職等規制にご協力を



※　奈青連（奈良県商工会議所青年部連合会）

会議 青年部役員会

■　融資情報
●マル経融資制度
経営改善をバックアップ。無担保・無保
証人・低利で融資する制度です。

●マル経融資を受けるには
会議所加入後、経営指導員による経営指
導を受けていること、所得税他の税金を
完納していることなどの条件を満たして
いることが必要です。

●金融利率（無担保・無保証人）　
　4月 1日現在（年利％・単位：円）

制　　度 利率 貸付枠

マル経融資
運転1.21（予定）

2000万
設備1.21（予定）

■　金融相談
　㈱日本政策金融公庫による定例相談
　日時　 4 月 18 日（木）
　　　　10 時～（要予約）

ここをチェック ✓
■ 新入社員・退職者・転勤者の社

会保険・雇用保険の資格取得・
喪失手続

■ 新年度の経営方針・計画の発表
■ 協会けんぽの保険料率の変更
■ 3 月決算法人では、定期株主総

会の準備
■ 新入社員の受入れ（相談しやす

い雰囲気づくりなど、フォロー
していきましょう）

■ 新卒予定者に向けて広報・採用
活動開始

■ 昇給に伴う基本給等の切替
■ 就業規則の見直し
■ 固定資産税関連の縦覧・閲覧
　（生駒市 4 月 1 日～ 5 月 7 日）
■ ゴールデンウィークの業務日程

等の調整、確認
■ 暖房器具の収納
■ 衣替えの準備
■ 春に健康診断の実施を予定して

いる事業所は日程を調整する
（本所は 5 月 10 日、15 日に
実施）
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事業承継相談
　事業承継のプロである専門相談員が、事業承継計画
や後継者等について相談に応じます。貴重な技術や知
識、経験を次世代に引き継ぐため、事業承継について
ご検討をお願いします。

相談日  4月17日（水）
 9 時 ～ 17 時

場　所  本所 会議室
 （生駒市元町 1-6-12）

申込・問合せ  奈良県事業引継ぎ支援センター
  （奈良商工会議所内）
  ☎ 0742-22-0175（代）
  　（担当：保

ほ の べ

延）

法律・税務相談
　随時受付中。申込みは相談希望日の１週間前までに
ご予約ください。

※その他、経営 ･ 労務などあらゆる事業の
お悩みに専門家がお答えします。  （要予約）

定期開催♪
毎月

第３水曜日

相談料
原則無料
要申込

各種相談事業のお知らせ
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